
 
 

令和８年４月２４日 
国土交通省関東地方整備局 

総務部 
 

指名停止措置について（２） 
 

 

関東地方整備局は、遠藤建設(株)（長野県北安曇郡）に対して、指名停止措置を行いまし
た。 

 

 詳細は別紙のとおりです。 
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指名停止措置の概要

１．指名停止措置業者名及び住所

指 名 停 止 措 置 業 者

遠藤建設株式会社

２．指名停止措置期間

３．指名停止措置対象区域：関東地方整備局管内

４．事実概要

５．指名停止措置理由

＜指名停止措置要領別表第１第８号＞

期 間

当該認定をした日から
２週間以上２ヵ月以内

住 所

長野県北安曇郡池田町大字池田２３７９

令和８年４月２４日から令和８年５月７日まで（２週間）

　当該業者は、令和７年５月２７日に長野県内で施工していた工事において、路肩でドラグ・
ショベルを使用する際に誘導者を配置せず、労働者がドラグ・ショベルごと崖下に転落し、死
亡する工事関係者事故を発生させた。ドラグ・ショベルの転倒又は転落により労働者に危険が
生ずるおそれがあったため、誘導者を配置し、同ドラグ・ショベルを誘導させなければならな
いのに、事故発生時において誘導者による誘導がされず、機械等による危険を防止するため必
要な措置を講じなかった。
　この件について、同社及び現場代理人は労働安全衛生法等違反により、各々罰金２０万円の
略式命令を受け、その刑が確定した。

　有資格業者である当該業者が、安全管理の不適切により工事関係者事故を発生させたこと
は、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年3月29日付け建設省厚第91号）別
表第１第８号（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）に該当する。

措 置 要 件

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）
８　一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったた
め、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該
事故が重大であると認められるとき。


